
掲載内容の詳細は、お問い合わせいただくか、市ホームページをご覧ください。費用の記載のないものは、原則、無料です。

お
知
ら
せ

in
fo
rm
a
tio
n

委
員
募
集

委
員
募
集

【
市
民
協
働
推
進
委
員
会
】

　

協
働
の
推
進
を
図
る
た
め
協
議

し
ま
す
。

t
市
内
在
住
・
在
勤
・
在
学
で
、

令
和
６
年
５
月
１５
日
現
在
１８
歳
以

上
の
方

s
１
人
（
選
考
）

■
任
期
委
嘱
日
か
ら
２
年
間
（
年

４
回
程
度
開
催
）

■
謝
礼
１
万
円
（
１
回
）

■
応
募
用
紙
配
布
場
所
等
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
文
化
課
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

m
６
月
２５
日
（
必
着
）
ま
で
に
、

郵
送
ま
た
は
直
接
、
小
論
文
（
８００

字
以
上
千
２００
字
以
内
・
課
題
＝「
市

民
協
働
を
推
進
す
る
た
め
に
必
要

な
こ
と
」）
と
応
募
用
紙
を
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
文
化
課
文
化
推
進
係

（
〒
１８４

−

８
５
０
４
住
所
不
要
・

市
役
所
第
二
庁
舎
４
階
☎
０４２

−

３８７

−

９
９
２
３
）
へ

【
公
民
館
企
画
実
行
委
員
】

　

公
民
館
が
行
う
各
種
事
業
の
調

査
・
研
究
・
企
画
実
施
に
つ
い
て
、

検
討
・
審
議
し
ま
す
。

t
市
内
在
住
・
在
勤
・
在
学
で
、

令
和
６
年
６
月
１２
日
現
在
１８
歳
以

上
の
方

s
各
公
民
館
６
人
以
内
（
選
考
）

■
任
期
令
和
６
年
７
月
２１
日
～
８

年
７
月
２０
日

■
説
明
会
６
月
４
日（
火
）午
後
２

時
か
ら
、
６
時
か
ら
、
１１
日（
火
）

午
後
２
時
か
ら
公
民
館
本
館
で

■
選
考
方
法
６
月
１８
日
午
後
２
時

か
ら
、
公
民
館
本
館
で
行
う
調
整

会
で
決
定
（
応
募
者
は
必
ず
出
席

し
て
く
だ
さ
い
）

人権・身の上特設相談

　法務大臣から委嘱を受けた
人権擁護委員（弁護士、教育
関係者など）が、無料特別相
談を実施します。家庭内のト
ラブル、夫婦間の問題、相続
などに関する悩みごとなど、
お気軽にご相談ください。秘
密は堅く守られます。
d６月３日（月）午後２時３０
分〜４時３０分（１人おおむね
１時間）
b市民相談室（市役所第二庁
舎１階）
s２人（申込順）
m５月１６日から、電話または
直接、広報秘書課広聴係へ

中学生人権作文コンテスト

　令和５年度に行われた全国
中学生人権作文コンテスト東
京都大会で、市内の生徒が優
秀な成績を収めました。受賞
作品は、次のとおりです。（学
年は受賞当時）
■受賞作品 ▽奨励賞＝他人ご
とからじぶんごとへ（第二中
学校２年・森永琴美さん） ▽

作文委員会賞＝やさしい差別
（緑中学校３年・小﨑なな子
さん）
――◇共　通◇――

i広報秘書課広聴係（市役所
第二庁舎１階☎０４２−３８７−
９８１８）

　市では、人権擁護委員の日を記念し、６月３日（月）の午後、
市民の皆さんに人権の大切さをお知らせするため、市役所第二
庁舎入口付近で啓発活動を行います。この機会に、人権の重要
性を考えてみませんか。

６月１日は６月１日は
人権擁護委員の日人権擁護委員の日

◆◆各種審議会等の開催日程◆◆
名　称 と　き ところ 内　容 問合先

市史編さん委
員会

５月１７日（金）
１５：００〜

市役所第二庁舎
８階８０１会議室

市史編さん事業
について

生涯学習課文化財係
（☎０４２−３８７−９８７９）

文化財保護審
議会

５月２２日（水）
１０：００〜

市役所第二庁舎
８階８０１会議室

文化財保護事業
について　ほか

生涯学習課文化財係
（☎０４２−３８７−９８７９）

行財政改革審
議会

５月２３日（木）
１９：００〜

市役所本庁舎３
階第一会議室

行財政改革の推
進について

企画政策課企画政策係
（☎０４２−３８７−９８２６）

社会教育委員
の会議

５月２４日（金）
１０：００〜

市役所第二庁舎
８階８０１会議室

社会教育活動に
ついて　ほか

生涯学習課生涯学習係
（☎０４２−３１６−６６００）

介護保険運営
協議会

５月２４日（金）
１４：００〜

市民会館・萌え
木ホール（商工
会館３階）A会
議室

計画の進捗
ちょく

状況
等について　ほ
か

介護福祉課介護保険係
（☎０４２−３８７−９８２２）

医療的ケア児
支援連携推進
協議会

５月２４日（金）
１８：００〜

市役所第二庁舎
８階８０１会議室

医療的ケア児の
支援について　
ほか

自立生活支援課相談支援係
（☎０４２−３８７−９８４１）

環境審議会 ５月２７日（月）
１３：３０〜 環境楽習館 環境保全につい

て　ほか
環境政策課環境係
（☎０４２−３８７−９８１７）

地域公共交通
活性化協議会

５月２７日（月）
１５：００〜

市民会館・萌え
木ホール（商工
会館３階）A会
議室

地域公共交通計
画について　ほ
か

交通対策課交通対策係
（☎０４２−３８７−９８５０）

子ども・子育
て会議（◎）

５月２７日（月）
１８：３０〜

市役所第二庁舎
８階８０１会議室 計画等について 子育て支援課子育て支援係

（☎０４２−３８７−９８３６）

公民館運営審
議会

５月２９日（水）
１０：００〜

市役所第二庁舎
８階８０１会議室

公民館事業につ
いて　ほか

公民館本館
（☎０４２−３８３−１１８４）

廃棄物減量等
推進審議会

５月２９日（水）
１４：００〜

野川クリーンセ
ンター 計画等について ごみ対策課減量推進係

（☎０４２−３８７−９８５４）

市民参加推進
会議

５月２９日（水）
１８：３０〜

市役所第二庁舎
８階８０１会議室

市民参加条例の
運用状況等につ
いて

企画政策課企画政策係
（☎０４２―３８７−９８００）

いじめ問題対
策連絡協議会

５月３０日（木）
１５：００〜

市役所第二庁舎
８階８０１会議室

いじめ防止等の
ための対策の推
進について

指導室指導係
（☎０４２−３８７−９８７７）

青少年問題協
議会

５月３１日（金）
１４：００〜

市民会館・萌え
木ホール（商工
会館３階）B会
議室

専門委員会 児童青少年課児童青少年係
（☎０４２−３８７−９８４７）

※傍聴については事前にお問い合わせください

◎保育有り（要事前申込）

m
６
月
１４
日
ま
で
に
、
応
募
用
紙

（
説
明
会
で
配
布
）
に
必
要
事
項

を
明
記
し
、
直
接
、
各
公
民
館
へ

i
公
民
館
本
館
（
☎
０４２

−

３８３

−

１

１
８
４
）

―
―
◇
共
　
通
◇
―
―

e
▽
市
が
設
置
す
る
附
属
機
関
等

の
委
員
は
、
原
則
２
つ
ま
で
▽
小

論
文
は
返
却
し
ま
す
▽
選
考
基
準

・
方
法
等
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い

市
議
会
の
開
催
に
つ
い
て

　

令
和
６
年
第
２
回
小
金
井
市
議

会
定
例
会
を
５
月
３０
日
（
木
）
か

ら
開
催
し
ま
す
。
原
則
、
午
前
１０

時
か
ら
、
本
会
議
は
議
場
（
市
役

所
本
庁
舎
４
階
）、委
員
会
は
第
一

会
議
室（
同
３
階
）で
行
い
ま
す
。

　

な
お
、議
会
の
よ
う
す
は
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
も
配
信
し
て
い
ま
す
。

　

議
会
の
日
程
、
議
案
な
ど
詳
し

く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

i
議
会
事
務
局
（
☎
０４２

−

３８７

−

９

９
４
７
）

都
営
住
宅
（
地
元
割
当
）
の

入
居
者
募
集

■
募
集
戸
数
①
東
町
三
丁
目
第
２

＝
１
戸
②
東
町
二
丁
目
＝
２
戸
※

い
ず
れ
も
２
人
以
上
の
世
帯
向
け

住
宅
（
３
Ｄ
Ｋ
）

■
家
賃
①
２
万
３
千
５００
円
～
４
万

６
千
９００
円
②
２
万
３
千
６００
円
～
５

万
３
千
５００
円

■
入
居
予
定
日
令
和
６
年
１２
月
以

降■
申
込
資
格
次
の
す
べ
て
の
要
件

に
該
当
す
る
方

▽
市
内
に
居
住
し
て
い
る
成
年
者

（
１８
歳
未
満
の
既
婚
者
を
含
む
）

▽
同
居
親
族
が
い
る

▽
世
帯
の
所
得
が
定
め
ら
れ
た
基

準
内
で
あ
る

▽
住
宅
に
困
っ
て
い
る

▽
暴
力
団
員
で
な
い

■
申
込
書
配
布
期
間
５
月
２７
日

（
月
）
～
６
月
１０
日
（
月
）

■
申
込
書
配
布
場
所
ま
ち
づ
く
り

推
進
課
（
市
役
所
第
二
庁
舎
５

階
）、
市
役
所
第
二
庁
舎
１
階
受

付
、
管
財
課
（
市
役
所
本
庁
舎
１

階
）、
施
設
管
理
室
（
同
１
階
、

夜
間
・
休
日
の
み
）

m
６
月
１０
日
（
必
着
）
ま
で
に
、

申
込
書
に
必
要
事
項
を
明
記
し
、

直
接
ま
た
は
郵
送
で
ま
ち
づ
く
り

推
進
課
住
宅
係
（
〒
１８４

−

８
５
０

４
住
所
不
要
☎
０４２

−

３８７

−

９
８
６

１
）
へ

　はちの巣には、所有者または居住者の方にご自身で対応していただいています。
　また、ご自身での対応が困難な場合は、駆除業者の紹介等を行っている（公社）
東京都ペストコントロール協会（☎０３−３２５４−００１４）にご相談ください。
　なお、ご自宅、民間施設等にできた巣を自主的に
駆除するための防護服や殺虫剤を無料で貸し出しま
す。貸し出しをご希望の方は必ず事前に連絡をお願
いします。
t市内に土地・建物を所有または管理している方
■貸出期間４日以内
■駆除用具 ▽はち用防護服＝頭から足元まで覆い隠
すタイプ※ヘルメットのプラスチック部分を消毒済
み ▽殺虫剤＝薬剤が強力な勢いで、約２m程度飛び
出します
i環境政策課環境係（☎０４２−３８７−９８１７）

はち用防護服等の貸し出し

市役所の開庁時間は、原則平日午前８時 30 分～午後５時です。（正午～午後１時除く） 市役所代表 ☎ 0 4 2 − 3 8 3 − 1 1 1 1 6・5・15 2


